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令和２年度 母子保健指導者養成研修事業
「予期せぬ妊娠に対する支援に関する研修」
令和２年10月１日（木）～10月31日（土）

1937年 保健所法の制定

1937年 母子保護法、1938年 社会福祉事業法の制定

1938年 厚生省（現、厚生労働省）設置

1940年 国民体力法の制定、1941年 人口政策確立要綱を決定

1942年 妊産婦手帳制度（現、母子健康手帳）の開始

1947年 厚生省に児童局設置、母子衛生課の新設、児童福祉法の制定

1948年 児童福祉法の施行、母子保健対策要綱の策定、予防接種法の制定・施行

1965年 母子保健法制定 （児童福祉法から独立）・施行（1966年）

～ 児童福祉法、予防接種法、母子保健法のもとで、施策の整備・充実 ～

○ 妊婦・乳幼児への健康診査の徹底
○ 妊産婦・乳幼児への保健指導の充実
○ 先天性代謝異常等検査事業の実施・充実
○ 未熟児養育医療の給付、慢性疾患を抱える児童への医療費助成、結核児童の療育医療の給付
等の公費負担医療の実施・充実

○ 妊婦・乳幼児への予防接種の徹底

（背景） 高い乳児死亡率・妊産婦死亡率、妊婦の流産、早産、死産

我が国の母子保健行政のあゆみ①

1994年 「エンゼルプラン」の策定
母子保健法の改正（基本的な母子保健サービスは市町村へ※平成９年４月施行）

1999年 「新エンゼルプラン」の策定
2000年 「健やか親子２１」（2001～2010年）の策定
2004年 不妊治療への助成事業の創設

「少子化社会対策大綱」、「子ども・子育て応援プラン」の策定
2009年 「健やか親子２１」の計画期間を４年延長し、2014年までとする

※次世代育成支援対策推進法に基づく計画と一体的に推進するため計画期間をそろえた
2012年 子ども・子育て支援法の制定

2015年 「健やか親子２１（第２次）」 （2015～2024年度）の策定
子ども・子育て支援法の施行

2016年 児童福祉法等の一部改正（平成29年4月1日施行）
※児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化
※母子健康包括支援センター（子育て世代包括支援センター）の全国展開

2018年 成育基本法（略称）の成立（令和元年12月1日施行）
2019年 母子保健法の一部改正（産後ケア事業の法制化※令和３年４月１日施行）

（背景） ○乳児死亡率・妊産婦死亡率などが世界有数の低率国に

○晩婚化・晩産化、育児の孤立化などによる妊産婦・乳幼児を取り巻く環境の変化

我が国の母子保健行政のあゆみ②

（背景）○乳児死亡率・妊産婦死亡率の改善

○少子化・核家族化の進行・女性の社会進出による子どもを生み育てる環境の変化

（背景） ○児童虐待など子どもや家庭を巡る問題が多様化・複雑化する中、新たな子ども家庭福祉を構築する

ことが喫緊の課題に

母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると
ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保
健の向上に寄与することを目的とする。

妊産婦･･･妊娠中又は出産後１年以内の女子 乳 児･･･１歳に満たない者
幼 児･･･満１歳から小学校就学の始期に達するまでの者 新生児･･･出生後２８日を経過しない乳児

３．妊娠の届出（第１５条）
妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければなら
ない。

１．目 的
母子保健法の概要

１．保健指導（第１０条）
市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要
な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければ
ならない。

２．健康診査（第１２条、第１３条）
・ 市町村は１歳６か月児及び３歳児に対して健康診査を行わなけ
ればならない。
・ 上記のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは
幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。

４．母子健康手帳（第１６条）
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付し
なければならない。

７．低体重児の届出（第１８条）
体重が２,５００ｇ未満の乳児が出生したときは、その保護者は、
速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なけれ
ばならない。

８．養育医療（第２０条）
市町村は、未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに
代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

２．定 義

３．主な規定

９．母子健康包括支援センター（第２２条）
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センター（子育て世代
包括支援センター）を設置するよう努めなければならない。

５．妊産婦の訪問指導等（第１７条）
市町村長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康状態に応
じ、職員を訪問させて必要な保健指導を行い、診療を受けること
を勧奨するものとする。

６．産後ケア事業（第１７条の２）
市町村は、出産後１年を経過しない女子及び乳児の心身の状態
に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相
談その他の援助（産後ケア）を必要とする出産後一年を経過しな
い女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければな
らない。
※令和３年４月１日施行予定
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産婦健診

安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後を支援する体制
子育て世代包括支援センターを拠点として、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の体制を確保し、
誰ひとり取り残すことなく妊産婦に対し、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後をサポートします。
子育て世代包括支援センターの全国展開
①妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ②妊娠・出産・育児に関する相談、必要な情報提供・助言・保健指導
③保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整 ④支援プランの策定

言葉の問題がある外国人の妊産婦の妊娠・出産等を支援するため、
母子健康手帳の多言語版（10か国語に翻訳）を作成しています。

外国人妊産婦への支援

妊娠・出産や子育てに関する悩みを抱える妊産婦等に対し、地域の子育て経験者やシニア世代の人たちなどが、気軽に話し相手になって相談に応じるなどの
支援を行います。妊産婦等の孤立化を防ぐソーシャル・キャピタルの役割を担っています。

産前・産後サポート事業

妊婦に対し、１４回程度の妊婦健診費用が公費助成されています。
妊婦健診の実施

育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊婦や多胎児家族支援のため、
①育児等サポーターを派遣し、日常的な生活支援等を行うとともに、
②多胎児の育児経験者家族との交流会の開催、相談支援等を行います。

多胎妊婦や多胎児家庭への支援

妊娠前 妊娠期 出産 育児産後

子育て支援策

・保育所・認定こども園等

・地域子育て支援拠点事業

・その他子育て支援策両親学級等

妊娠に関する相談等

乳幼児健診

産前・産後サポート事業

産後ケア事業

産婦健診

不妊家族への支援

妊娠に関する普及啓発

予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等への
身近な地域での支援として、NPO等も活用し、
①アウトリーチやSNS等による相談支援を行います。
②不安や金銭面の心配から医療機関受診を躊躇する特定妊婦等に対し、支援者が
産科受診に同行するとともに、受診費用を補助します。

③行き場のない若年妊婦等に、緊急一時的な居場所を提供します。
（※本事業の実施主体は、都道府県、指定都市、中核市）

若年妊婦等への支援

妊婦健診

【支援サービスの例】

・上記の事業等のほか、医療保険から出産育児一時金として原則４２万円が支給されます。
・国の制度以外でも、各自治体において、独自事業が実施されています。

産後２週間、産後１か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や
授乳状況の把握等を行う産婦健診を実施します。産婦健診の結果、支援が必要な産婦には、
産後ケアなどを勧めます。

産婦健診の実施

生活保護世帯など経済的な問題のある妊産婦に対して、所得の状態に
応じ、指定産科医療機関（助産施設）における分娩費用の自己負担額
を軽減する仕組み（入院助産制度）があります。

入院助産の実施

退院直後の母子に対し、短期入所、通所又は居宅訪問の形態により、助産師等が
心身のケアや育児のサポートを行います。
令和元年の母子保健法改正により、市町村に実施の努力義務が課せられました。

産後ケア事業
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女性健康支援センター事業

○ 対象者

思春期、妊娠、出産、更年期等の各ライフステージに応じた相談を希望する者

（不妊相談、望まない妊娠、メンタルヘルスケア、性感染症の対応を含む）

○ 事業内容

（１）身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談指導

（２）相談指導を行う相談員の研修養成

（３）相談体制の向上に関する検討会の設置

（４）妊娠に悩む者に対する専任相談員の配置

（５）（特に妊娠に悩む者）が、女性健康支援センターの所在等を容易に把握することができるよう、その所在地及び連絡先を

記載したリーフレット等を作成し、対象者が訪れやすい店舗等で配布する等広報活動を積極的に実施

（６）特定妊婦等に対する産科受診等支援

（７）若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保（令和２年度から計上）

○ 実施担当者 ・・・ 医師、保健師又は助産師等

○ 実施場所（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国８１ヵ所（令和元年７月１日時点） ※自治体単独１３か所
４７都道府県、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、八戸市、盛岡市、山形市、

福島市、川越市、船橋市、八王子市、横須賀市、金沢市、甲府市、長野市、大津市、奈良市、鳥取市、呉市、久留米市、宮崎市

○ 予算額等 令和２年度予算 ２２１百万円
（令和２年度基準額154,300円×実施月数 など）（補助率 国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2）

○ 相談実績 平成２９年度：６７，１０１件（内訳：電話４０，６６３件、面接２１，５８７件、メール３，７８４件、その他１，０６７件）

○ 相談内容 ・女性の心身に関する相談（２５，４８０件） ・不妊に関する相談（１２，１３８件） ・思春期の健康相談（６，２８３件）

・妊娠・避妊に関する相談（９，０９４件） ・メンタルケア（１３，４１１件） ・婦人科疾患・更年期障害（７５０件） ・性感染症等（７８８件）

？

○事業の目的
思春期から更年期に至る女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導や、相談指導
を行う相談員の研修を実施し、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的とする。

特定妊婦等に対する産科受診等支援

○ 実施主体 ・・・ 女性健康支援センター事業を実施する都道府県、指定都市、中核市
（医療法人その他の機関又は団体に委託することが可能）

○ 対象者
特定妊婦と疑われる者
（特定妊婦：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦（児童福祉法第６条の３第５項））

○ 事業内容
女性健康支援センターにおいて、予期せぬ妊娠等により妊娠に悩む者を把握した場合には、面談・訪問相談等によりその状況を

確認し、関係機関と連携を行うとともに、産科受診等が困難な特定妊婦と疑われる場合には、産科等医療機関への同行支援や初回
産科受診料に対する助成※を行う。※特定妊婦と疑われる者のうち、支援の必要が認められると自治体が判断する者

○ 実施担当者 ・・・ 保健師、看護師又は助産師等

○ 予算額等 ・・・ 令和２年度予算 221百万円(女性健康支援センター事業)の内数

（補助率 国1/2,都道府県・指定都市・中核市1/2 ※令和元年度は15自治体において実施）

○ 妊娠・出産について周囲に相談できずに悩む者については、予期しない妊娠、経済的困窮、社会的孤立、DVなどの様々な背景があり、
妊婦健診未受診での分娩や０歳０日での虐待死に至る場合があるなど、妊娠期から支援することが重要である。

○ このため、予期せぬ妊娠等の相談対応を行う女性健康支援センターにおいて、特定妊婦と疑われる者を把握した場合に、医療機関等へ
の同行支援等を行うことによりその状況を確認し、関係機関へ確実につなぐ体制を整備する。

事 業 目 的

予期せぬ妊娠相談
（女性健康支援センター）

産科受診等支援
※特定妊婦と疑われる者のうち、支援の必要が認
められると自治体が判断する者について、医療
機関における妊娠判定にかかる費用を補助

産科受診等が困難な
特定妊婦と疑われる者

必要に応じて
面談・訪問相談実施
（対象者との
信頼関係の構築）

妊娠検査薬により
妊娠判定実施

事 業 内 容

子育て世代包括支援センター、要保護児童対策地域協議会等関係機関

連携 連携

（イメージ）

＜女性健康支援センター事業＞

○予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要な支援を受けられ
るよう、SNS等を活用した相談支援等を行う。

○若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部及び全てを委託
するなどにより、様々な地域の実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。

◆実施主体：都道府県・指定都市・中核市 ◆補助率：国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2

【地域における継続的な支援】
○福祉事務所、児童相談所、婦人相談所、子育て世代

包括支援センター、要保護児童対策地域協議会等と
調整し、地域における継続的な支援へつなげる。

地域における継続的な支援
【⾧期間の居場所の確保】

○⾧期的にケアが必要な若年妊婦等に対し
て、出産・子育てが安定して行える環境
が整うまでの居場所の確保を支援する。

母子生活支援施設等＜事業イメージ＞

○コーディネーターの配置：居場所の確保や地域の
関係機関との調整

○相談しやすい体制の整備：アウトリーチやSNS等
による相談支援

○特定妊婦等に対する産科受診等支援
○次の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の

確保
○継続的な相談支援

○保健師等による、より専門的な相談（電話相談・窓口相談等）

※アウトリーチやSNS等を活用した相談支援など、機動力を活かした相談
支援についてNPOに委託して実施。

都道府県・指定都市・中核市

女性健康支援
センター

アウトリーチ
＆キャッチ

悩みを抱える若年妊婦等

産科同行支援

緊急一時的
な居場所

子育て世代包括
支援センター

連携・バックアップ

相談

連携・紹介

○地域のNPOと連携し、悩みを抱える若年妊婦等
を、継続的かつ専門的な支援へと繋げる。

地域のNPO新

連携・紹介

若年妊婦等支援事業【新規】～不安を抱えた若年妊婦等への支援～

◆補助単価（案）
・相談等：月額357,500円
・夜間・休日対応：月額53,000円
・特定妊婦産科同行等支援費：月額307,100円 など

※本事業の取組を女性健康支援センターが行
う場合は「女性健康支援センター事業」に
より補助 (運営費 月額168,500円など)

生涯を通じた女性の健康支援事業（健康教育事業について）

事業目的
女性がその健康状態に応じて的確に自己管理を行うことができるよう、生活に密着した身近な機

関において
健康教育を実施する。
実施主体

都道府県、指定都市、中核市 （本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可

能）

対象者

思春期から更年期に至る女性

事業概要○事業内容
・講習会等の方法による各ライフステージに応じた健康教室を定期的に開催し、必要に応じて講

演会を開催
・女性の健康教育に資する小冊子等の配布による知識の普及啓発
・学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等向け研修の実施

○実施場所
・保健所、小中高等学校など、受講者が利用しやすい場所

○実施担当者
・女性の健康（精神保健を含む。）に関する専門的知識を有する保健師又は助産師等

○予算額等 令和２年度予算 １８百万円
（令和２年度基準額 57,500円×実施月数）（補助率1/2、都道府県・指定都市・中核市

1/2）
○事業実績 令和元年度 48自治体

（令和元年度予算）（令和２年度予算）
27,597百万円 → 28,998百万円令和２年度母子保健対策関係予算の概要

厚生労働省子ども家庭局母子保健課
すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、令和元年12月に施行された成育基本法や、母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運

動計画である「健やか親子21」を基盤とし、地域における切れ目のない妊娠・出産等の支援を推進する。

１ 成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進 23,149百万円 → 23,955百万円
～地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進～

3,803百万円 → 4,788百万円
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センターの全国展開に向け、共同で設置するなどの、地域の実

情に応じた実施方法を支援することなどにより、設置促進を図る。
家庭や地域での孤立感の解消を図るために相談支援を行う「産前・産後サポート事業」を推進するとともに、母子保健法の改正により法的に

位置付けられた「産後ケア事業」の更なる充実を図り、より身近な場で妊産婦等を支えるための総合的な支援体制の構築を進める。
また、「産後ケア事業」については、市町村間での共同実施の支援や施設整備に要する費用を支援する等により、さらなる設置促進を図る。
さらに、育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎家庭を支援するため、多胎児の育児経験者家族との交流会の開催や相談支援の実施に加え、

多胎妊婦や多胎家庭のもとへ育児等サポーターを派遣し、産前や産後における日常の育児に関する介助等や、相談支援を行う。
※「子育て世代包括支援センター」（運営費）については、利用者支援事業（内閣府予算に計上）を活用して実施。
※産後ケア事業を行う施設の整備については、次世代育成支援対策施設整備交付金において補助。
※産前・産後サポート事業において、妊産婦に対する母子栄養食品や育児用品等による支援メニューを追加。

（令和元年度） （令和2年度）
・産前・産後サポート事業 477市町村 → 516市町村
※ 多胎ピアサポート支援や育児等サポーターの派遣による支援を創設
・産後ケア事業 961市町村 → 1,134市町村
・子育て世代包括支援センター開設準備事業 200市町村 → 200市町村

（１）子育て世代包括支援センターの全国展開等【一部新規】

253百万円 → 1,553百万円
生涯を通じた女性の健康の保持増進等を図ることを目的とし、「健康教育事業」、「女性健康支援センター事業」、「不妊専門相談センター

事業」、「HTLV-1母子感染対策事業」を実施。
このうち、「健康教育事業」において、学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等に対し、わかりやすい講習方法

や、伝えるべき事項などの研修を行う。
また、予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が身近な地域で支援を受けられるよう、ＳＮＳを活用した相

談支援や若年妊婦等への支援に積極的なＮＰＯによるアウトリーチや、次の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等を実施する。

（令和元年度） （令和2年度）
・若年妊婦等支援事業【新規】 − → 125か所

（２） 生涯を通じた女性の健康支援事業【一部新規】

16,376百万円 → 15,134百万円
不妊治療の経済的負担を軽減するため、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用への助成を引き続き行う。
※過去5か年の助成状況を勘案し、来年度予算案において適正化を実施。

（４） 不妊治療への助成

0百万円 → 59百万円
子どもの死因究明（Child Death Review）について、制度化に向け、都道府県等における実施体制を検討するためのモデル事業として、関係

機関による連絡調整、子どもの死因究明にかかるデータ収集及び整理、有識者や他機関による検証並びに検証結果を踏まえた政策提言を行うた
めの費用の支援を試行的に実施する。

（６）子どもの死因究明体制整備モデル事業【新規】

117百万円 → 124百万円
様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県等における拠点病院を中核とし、医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を

図るための事業を実施するとともに、災害時の子どもの心の支援体制づくりを実施する。

（７） 子どもの心の診療ネットワーク事業

1,268百万円 → 1,826百万円
退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する観点から、産婦健康診査の費用を助成する

ことにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化する。
（令和元年度） （令和2年度）

・産婦健康診査事業 338,180件 → 486,801件

（３） 産婦健康診査事業

49百万円 → 436百万円
聴覚障害の早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査の実施に係る関係機関による協議会の設置、研修会の実施や普及啓発等のほ

か、新たな取組みとして、新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共有・指導等、難聴と診断された子を持つ親等への相談
支援、産科医療機関等の検査状況・精度管理等の実施を支援することにより、都道府県における新生児聴覚検査推進体制を整備する。

（５） 新生児聴覚検査の体制整備事業【一部新規】

32百万円 → 34百万円
平成28年４月に発生した熊本地震及び平成30年７月豪雨、令和元年台風15号並びに台風19号において被災した妊産婦及び乳幼児等の心身の

健康等に関する相談支援体制を確保するため、熊本県、熊本県内市町村をはじめとした被災県及び被災県内市町村に対して補助を行う。

（８）被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業



令和2年度 厚生労働省
母子保健指導者養成研修
研修２．予期せぬ妊娠に対する支援に関する研修

厚生労働省ではすべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、
関係者と一体となって「健やか親子２１」を推進しています。

皆さんで、子どもが健やかに育つ社会を築くための取組です。

妊娠中から子育て中の親子とそのご家族が、自らの健康に関心をもち、
学校や企業等も含めた地域社会全体で子どもの健やかな成長を見守ると
ともに、子育て世代の親を孤立させないよう温かく見守り支える地域づ
くりをすることを目指しています。

ご清聴ありがとうございました。
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